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日本経済界の経済組織化構想 と
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ロ
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《論文要旨》一

経済的諸力 の全体的な動員を不可避 とす る総力戦ない し総力戦準備の体制 の下で

資本主義的企業は,国 家的な 「協力」を求め られるが,企 業活動 に対す る 「動員」

や 「統制」は,多 くの場合,個 別企業への国家の直接的な指令 と並んで,関 連企業

の組織体=経 済団体を通 じて行 われた。従 って戦時経済は,国 家的統制 と経済活動

との間を媒介 し,結 合 させる経済機構の何 らかの組織化を不可避 と した。

戦時経済=総 力戦体制の構築のための企業の組織化 と経済団体の編成 の企画 と具

体化は,日 本の場合,軍 部 ・官僚を中心 とする勢力 によって国家的 に1上 から」進

め られた。第二次近衛内閣の 「経済新体制 」がその大 きな画期 とな った ことは周知

の通 りである。経済 団体の編成は,し か し,単 に国家側か らのみ要請 され,企 画 さ

れたのではなか った。それは同時に,経 済 界白体が必要 としていた。経済界は,自

由放任主義的 な経済制度が破綻 し,国 家的な政策の役割が増 大す る中で,ま た日中

戦 争勃発に対応 して,経 済団体の組織化を企業活動に とって も不可欠 と考えた。経

済新体制の 「官民協力」 を支え る経済機構の組織化は,こ のよ うな国家側 と経済界

との共通の方 向性を背景 に しては じめて現実化す るのである。

日本の経済機構の再編構想の中でそのモデル として注 目されたのがナチス ・ドイ

ツの方式であ った。本稿 は,経 済界における経済団体の再編 ・組織化の諸構想 とそ

こでのナチ ス的方式の受容のあ り方を考察す ることを目的と してい る。

キー ワー ド 戦時経済体制,日 本経済界,経 済組織化構想,ナ チス経済思想
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は じ め に

日本資本主義 と戦時経済ないし戦争準備的経済体制との関連の問題は,現

代 日本経済史研究の最重要課題の一つである。一般 に経済的諸力の全体的な

動員を不可避 とする総力戦とその総力戦を準備する体制ωの下で,資 本主義

的企業はさまざまな形で国家的な統制体制への 「協力」を求め られる。この

経済的統制は企業活動への規制を随伴 してお り,そ の拡大 ・強化を計画する

国家権力と,営 利活動を最大の目的 とする資本主義的企業とは,そ の中で鋭

い緊張関係に突入する。「協力」関係は対立的な要素を強 く有 していた。

企業活動に対する 「動員」や 「統制」は,そ の際,政 府や軍 による軍需企

業への発注など,個 々の企業への国家の直接的な指令としてばかりではな く,

それと並んで関連企業の組織体=経 済団体を通 じて行われるのが普通であっ

た。戦時経済ない しその準備体制 は,そ の場合,国 家的な動員 ・指令機関

(「経済参謀本部」)の 整備 とともに,国 家的統制と企業の経済活動 との間を

媒介 し,結 合 させる経済機構の構築=経 済団体の組織化を不可避とした俗。

戦時経済=総 力戦体制の構築のための企業の組織化と経済団体の編成は,

日本の場合,と くに軍部 ・官僚を中心 とする勢力 によって計画され,国 家的

に 「上か ら」進め られた。第二次近衛内閣の 「経済新体制」 はその大きな画

期となった。企画院 ・革新官僚を中心 とする経済新体制のこの企業組織化構

想は,同 時に企業の営利活動それ自体への国家的な規制を伴っていた。営利

原則を重視する経済界は,こ の経済新体制構想に対 して激 しく対抗 し,結 局

両者は1940年12月 に経済新体制確立要綱(以 下 「要綱」 と略す)の 閣議決

定によって,漸 く妥協点を見出すことができた。

経済機構の編成,企 業 ・経営の団体的編成=組 織化は,こ の 「要綱」にお

いて最 も重要な位置を占めた。政府と財界との間の妥協の産物 としてのこの
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経済 団体の組 織化計 画は,1941年 重要産業団体 令 によって統制 会 として具体

化 した③。 だが,そ の背景 には単に政府側 ばか りで な く,経 済界 自体 の側 に

も経 済団体 の編成 を必要 とす る事情 が存在 した。 自由放任主義 的な経済制度

が破綻 し,国 家 的な政策 の役 割が増大す る中で,と りわ け 日中戦争 の勃発 と

ともに,経 済 界はそれ らに対 応す る経済 団体 の組織化 を必要 と してい たので

あ る。経 済新体 制の 「官民協 力」を支え る経済機構 の組織化 は,こ の ような

国家側 と経済界 との共通の方向性 を背景 に しては じめて現実化 したので ある。

日本の経済機構 の再編構想 においてそのモデ ルと して注 目され たのが とり

わけ ナチス ・ドイツの方式で あ った。1933年 に政権 を掌握 した ナチ スは,

これまでの企業 と労働 の体制 を強制 的に解体 し,そ れ らのナチス的な再編=

組織 化 を強行 した。1934年 の経 済有機 的構成 準備法 とその施行令 は,ド イ

ツの企業 を強制 的に部 門別 ・業種別 に組織化 し,全 国的な編成体制をつ くり

出す基本的な組織 法 とな った。 また同年8月 の商 工会議令 によって,地 域的

経済団体 と しての商工会議所 もナチス的 に改造 され,国 家 的な統制体制 に編

成 された。 こ うして ドイツ経 済 は 「公益 は私 益 に優先す る」 とい う最高原則

と民主制 を否定す る指導者原理(Ftihrerprinzip)と に もとついて,ナ チス

的に再編成 されたので あるω。 日本 はこのナ チス ・ ドイツの経済機構再編 の

様式 を修正 しつつ受容 した。公益優先原則 と指導者原理 に立脚 した 「要綱」

の経 済団体 の組織化 の方針 はその ことを最 もよ く示 していた。

本 稿は,以 上の ような関連 に留意 しつつ,経 済 界の側 において経 済団体の

再編 ・組織 化が いか に計画 されたか,ま たその中でナチズムやナチス的体制

が いか に捉 え られ,ナ チス的方式が どの ように受 容 されたかを考察す る。 わ

れわれ は,そ の際,当 時の経 済界 には経済機構 改革計画に関 して,二 つの流

れが存在 したことに注 目 したい。一つ は地域経 済を土台 と し,商 工会議所 を

基軸 とす る機構改革案 であ り,そ れ は 日本商工会議所 によって構想 された。

二つ 目は重要産業諸部 門の全国的 な組織化 を中心 とす る機構 再編案 であ り,
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それは経済界 の主流 ・日本経済連盟会 によ って策定 された。 さらに第三の流

れ として,東 洋経済新報社 ・三浦鎮太郎 の独 自な新体制構想が存在 していた。

第一 の 日本 商工会議所 の構想 は,主 として地域経済 を基礎 とす る中小企業

の利害 を背景 に有 していたのに対 して,第 二 の 日本経済連盟会 のそれ は大企

業がバ ックにあ った。時代 的には第 一の企 画が先ず提示 され,続 いてそれ に

対抗 しつつ,後 者 の経済界主流 の見解が作成 され,そ れが経済新体制確立要

綱 の中に吸収 された。 これに対 して第三 の構想 は,財 界 における自由主義的

な少数派 の立場 と結 びついてお り,む しろ経済界 の外部,と くに近衛文麿の

ブレー ンとされ る昭和研究会 の有力 メンバー笠信太郎 や旧講座派 マル クス主

義者 の風早八十 二によ って注 目された。 われわれは以下 で これ ら三つ の構想

の内容 を検討 し,そ れ らに対 してナチス的方式 が どのよ うな影響 を与 えたか

を考察 す ることにす る。先 ず上の第三 の構 想か ら見 ることに しよ う。

1.東 洋経済新報 社 ・三浦鎮太郎 の機構改革論

日本 の経 済機構 の再編 成 に関す る最 初 の構想 は,昭 和 研究会 が作成 した

1937年12月 の 「民間経済 中枢 機関試案」 とい うことがで きる(5)。この 「試

案」の作成 に際 して当人 が どこまで関与 したかは不 明であ るが,東 洋経済新

報社の創設者三浦鎮太郎(1874-1972年)は 当初 か ら昭和研究会の メ ンバ ー

と して活躍 して いた⑥。 彼 は石橋湛 山と ともに 自由主義 的な立場 に立 って論

陣を張 り,ま た金融 ・証券 業界 と中小 商工業界の会員 を中心 とす る経済倶楽

部(1931年 設立)の 運営 に携 わ っていた(7)。

この三 浦銭太郎 の経済 機構改 革論 は,著 書 『新経済体 制の理 論 と試案 』

(東洋経済 出版 部,1939年7月)で 主張 された。 この書物 は 「講演」 と して

会合⑧ で話 された ものを印刷 した僅 か59頁 の小冊 紙で あ ったが,そ の中で

示 され た構想 は,昭 和研 究会の笠信太郎 がベ ス トセ ラーの著 書 『日本経済 の
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再編成』(中 央 公論社,1939年12月,1940年4月24刷)で 「三浦氏 の産 業

団体統制案」 として注 目 し,ま た気鋭 の論者風早八 †三二が高 く評価す るなど,

独 自な内容 を備 えていた。

この 『新経済体制 の理論 と試案』 において三浦 は,ま ず 「自由主義の本質」

について語 り,そ れを個人の判断 と責任 による経済活動 として,ま た個人の

営 利心 に もとつ く生 産 と競 争 とが公益 と一致 する機構 として捉 えた。 しか し

科学 の進歩,生 産組織 と資本 の大規模化,信 用組織 の拡大 によ って,こ の 自

由主義的機 構 は20世 紀 に入 るとその機能 を十分 に発揮 しえな くな った と指

摘 す る。 自由主義 の欠点 は何 よ りもその無 責任性 として現 われた。 「斯 うな

つて来 ると,自 由主義 経済 と云ふ ものをその儘 に して之 を継続 せ しめる訳 に

行 きませぬ。 何等かそれ に修正を加へな ければな らぬ」。

こう して 「自由主義経済機 構 に対 して合理 的な処理 を加へ て新機構」を樹

立 しな けれ ばな らな い。 それが 「統制主 義経済 」であ り 「新経済体制」で あ

る。

三浦は,こ のような 「新経済体 制」 と して,ソ 連型 の国有 国営方式 の統制

主義経済 に関 して は,そ れ を不適 当と考え,そ れ に対 して 自由主義経済 を基

調 と した部分的な統制 の方式 を提示す る。 彼 によれば この方 式は三 つの条件

を有 している という。①営利心 は 「祉会的 に有害 でない限 り」 これを尊重 し,

発揮 させ る。② 「国民生活 の安定」の ために必要 と思われ る価格の統制 を行

う。③産業従事者 に産業行政の任務を分担 させ る。 そのため産業当業者 に組

合=産 業団体 をつ くらせ,自 治的 に産業行政の一部を担当 させ る。 そ して こ

の産業団体 について三浦 は次 のよ うに説明す る。

「私の謂ふ所の産業団体の更新乃至完成 とは,法 律を以て業種別組合
● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ●

を強制 的に作 らせ,之 に町村,府 県,市 及 び全国 に亙 りて縦 と横 に連 合
● ● ● ● ● ● ■ ■

す る組織 を与へ,そ して これ等 の組合 を公的機関 と して之 に一定の権 限●●●■
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を賦与 し,彼 等 に産業行政 の一部 を担 当せ しめ る。然 うす るこ とに依つ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

て,産 業 当事者 を して一国 の経済政策 の遂行に協力せ しめ,責 任の帰着

点を透 明な らしめよ うと云ふのであ ります。即 ちこれが前に申 した如 く,

私の考へ てゐる新経 済体 制の 中心 をなす ものであつて,従 つて又最 も難
■ ● ● ■ ● ● ● ●

しい所 で あ ります 」(9)(傍点 は引 用 者)。

三浦 はこのように産業団体の組織化 と公的機関化を 「新経済体制」の中心

におく。その具体的な方法は次のようにな っていた。法律 による重要産業部

門の制定,各 部門における業種別分類=同 業連合会 とそれを構成す る同業組

合の組織,地 域(大 中小)の 区分 と産業団体の結成,中 央政府一地方政府連

絡機関の組織,さ らに中分類同業連合会一その代表からなる部門連合会(重

要産業連合会)の 組織化がそれである。

これ らの産業団体 と中央政府および地方政府との間に橋を架ける連絡機関

が必要 となる。小地域の産業団体に産業協議会を併設 し,そ の産業協議会の

成員は,小 地域の産業団体か ら送 られる代表委員と,行 政庁たる市,区 また

は町村か ら送 られる委員を もって構成 される。中地域 ・大地域の場合 も同様

で,そ れぞれ地域の産業団体か ら送 られる代表委員と,市 府県および中央政

府から送 られる委員 とをもって構成される,中 地域及び大地域の産業協議会

を設置する。

しか し三浦の組織化構想の最大の特徴は,産 業団体 と並んで,労 働者の組

織化を も計画の中に含めた点にあるω'。

「己に産業団体 に対 して,中 央地方の政府 と相並んで産業行政 を分担

す る権限を賦与 し,そ れぞれの地域内に於て,自 治的に或 る範囲の賃金

統制乃至労資調整を行はしめる以上は,労 働者に対 しても亦彼等の組合
● ・ ● ● ● ● ● ●

を作 らせて,産 業団体 と協議 関係 を結 び,彼 等 の利害 を正 当に,且 つ遺
◆ ・ ・.● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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憾な く発表 し暢達 し得 る如 き仕組 を具備せ しめ る必要が ある,然 うせね
● ◆ ■ ● ■ ● ● ● ●

ば らぬ」(傍 点 は引用者)。

つ ま り小地域 ・中地域 において産業 団体 の組織 と同様 に労働組合 を組織 さ

せ,そ の代表委員を中小地域 の全産業連合会 および産業協議会 に送 って,雇

主側 と賃金 およびその他の労働条件 を協議 した り,あ るいは労働争議 がおき

た場合 には,そ の調整 について協議 させ ることにす る。 さ らに この労働団体

には各地域の産業連合会 ・産業協議会 に代表を送 らせ るようにす る。三浦 は

この ような労働組合 ・労働団体の組織 化を強 く主張 した。

さて産業団体 の任務 として三浦 は次 の点を あげ る。α)国家 の経済政策の要

求 に順応 して協 力す るこ と。②国家の必 要 とす る生産 および配給の調整の任

務 に当ること。(3)与 え られ た範囲 におい て労資の調整 および賃金 の統制を行

うこと。 そのためには これ を公的機関 と しこれ に一定 の権限 を賦与 しなけれ

ばな らない。

三浦 は この構 想を 「時局」 的な 「応急 的」 な措置 と してではな く,「 根本

的 な革新」 と結 びついた 「新機構」=「新経済体制」 と して提示 した。経済機

構 の組織化 は,単 な る一 時的な措置 ではな く,こ のような 自由主義経済 の修

正=新 経済体制 と して構想 されたのであ る。

三浦 の この考 えは昭和 研究会の上記 「民間経済 中枢機関試 案」 に酷似 して

いた。 この 「試案」 は,英 米の事例を も参考 に し,と りわけナチ ス ・ドイツ

の経済機構 改造 を批判的 に検討 して作成 されていた。 昭和研究会 は,ナ チス

的な指導者原理 に もとつ く ドイツの機構 再編方式 か ら,非 民主的な指導者原

理 や国家的強制 の要素 を排除 しつつ,そ の 中の機構編成 の機能的側面 だけを

取 り出 して,自 由主義 的な 「ドか ら」の編成を軸 とす る自らの構想 に組み入

れて いた。

三浦 も,ド イ ツとイ タ リーの事例 に注 目した。彼はそれについて 「私は殆
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ど研究 して居 りま(せ)ぬ 」 と述べ るに止 ま っているが,彼 が 自 らもその メ

ンバーで ある昭和研究会の 「試 案」 と同様 に,経 済有機的構成法のナチ ス ・

ドイツの方式の組織 的な側面を実質上取 り容 れた ことは間違 いない とい って

よいだ ろう。それは,自 由加入 の商工会議所 を中心 とす る英米方式ではな く,

強制加入 に もとつ く産業別 ・業 種別組織化 の方式 を採用 したことに現 われ て

いる。

三浦 は,以 上の ように昭和研 究会 の 「試案」 と同様,可 能 な限 り自由主義

的立場 を維持 しつつ経済機構を組織化 しようとした。それ ばか りでな く,労

働組合の結成 と組織化 の必要性 を強調 した(lt)。昭和研究会 の有力会員笠信太

郎 は,三 浦の機構改革構想 に注 目 した。 しか し笠 の考え は三浦のそれ と重要

な点で異な って いた。彼 は,三 浦の機構改革案 を 自身の 「再編成」 プラ ンの

中 に組 み込 みつつ(但 し労働組合 の組織化 は排除!),し か し三浦案 が 「結

局 は外 的な整 理統合の機 関」,つ ま り単 な る経済 団体 組織 化 に止 ま ってい る

と批判 し,「 新 経済体制」 のバ ネは何 よ りも企業経営 それ 自体 への 「内部統

制」(利 潤統制 ・経 済統制 ・生 産統制)に あ ると主張 した⑫。 経済団体 の組

織化 と同時 に営利原則 の修正を含む企業経営 の改革が必要 であ り,そ の両者

の結合 こそが 「新経済体制」の本質をなす と考 えたので ある。 そ して この後

者 を含 めた 「新経済体制」論が企画院 ・革新官僚 の 「経済新体制」論 に影響

を与え る ことになった。 日本経 済連盟会を中心 とす る財界 があげて反 対 した

のはまさに後者の この企業経営の 内部的改革 であ ったので ある。

2.商 工会議所を中心 とする機構改革案

{1)商 工会議所を中心 とする経済中枢機関の構想

商工会議所は,商 工業の発達を促進 し,行 政庁に対 して諮問に応 じ,ま た

その利害を代表する公的な機関として,各 地域の経済的発展にとって少なか
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らず重要 な役割 を演 じてきた(1925年 の会議所 数は76)。 その商工会 議所 の

機 構改革 に関す る 日本 商工会議所 の検 討は,1937年 秋か ら始 ま って お り(13),

1938年ll月 には,日 本経 済の発展 と国際情勢の変化,と くに日中戦争以 降

の非常時体 化 と 「長期建設 の段 階」 への移行 に対応す るとい う理 由か ら,首

相 ・商工大臣 ・企画院総裁 に対 して 「商工会議所関係法規の根本的改正 に関

す る建議」を提 出 した。 それは商工会議所 を単なる建議諮問機 関に止 めるの

で はな く,会 議所 の権限を強化 ・拡充 し,「 綜合経 済団体 」 とす ることを求

めた もので あ った⑭。

この改革案 は,商 工会議所を これ までの ような中小規模 の企業経営者 だけ

でな く,大 企業の多 い各種の 「重要商工業の代表者 を網羅す る」機構 とす る

こと,ま た 日本商 工会議所が各地 の商工会議所だ けでな く,「 業種別全国的

商工 団体」 を加 え,「 経済 中枢団体」 と して整備 され る ことを提起 した もの

であ る。つ ま りそれは 日本商工会議所を 中心 とす る民 間経済機構の構築 をめ

ざ して いたのであ る。

② ナチス ・ドイツ方式 の受容

日本商工会議所 の上の機構改革 案 は会頭伍堂卓雄(1877-1956年)の 下で

作成 された。伍堂 は海軍 出身 で,満 州 ・昭和製鋼初代社長,満 鉄理事,鉄 道

兼商工大臣(1937年 林内閣),農 林兼 商工大臣(1939年 阿部 内閣)を 歴任 し

た実力者で あ った国。経済機 構の改革 に関 してその彼 は 自らの考えを雑誌論

文 「経 済機構改革の中心問題」(1939年9月)(16)の 中で次のように記 していた。

現今 の世 界的な戦争危機の 中で主要国 は,軍 備拡 張 と国家的動員体 制の確

立 のために,経 済へ の国家的 な統制 を進 めつつあ り,そ れ は不可避 的に経 済

機構 の変革 を必要 としている。 そのよ うな改革の仕方には 「なるべ く在来の

機構 を保 存」 しなが ら行 う ドイツ型 と,そ れ を 「根本的に変革」す るソ連型

とがあ る。
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彼 は以 上のよ うに理解 した上 で,そ の ドイツ型 につ いて次 のように述 べた。

「ドイツの統制経済は個人の活動を認めることに於ては自由主義経済
・ ● ● ◆ ● ● ● ● ■ ● ● ■ ● ● ●

時代の長所を残す と共に,全 体主義的計画の達成に必要なる改革は之を
● ・ ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ●

断行 してゐるのであつて,即 ち指導者原理による在来の経済界の有機的
.● ● ● ● ● ■ ■ ◆ ◆ ● ● ■ ● ● ● ◆ ●

再編 成を其の特色 とす るので ある。之 を具体的 に見 るな らば,独 逸 の経
■ ■ ■

済界は各部門別に同業者の職能団体があり,之 が各種のカルテルを組織

して,主 要なる経済市場に対 して統制権を有 し国家の指導 と政策の実現

に協力するのである」(傍点は引用者)。

伍堂 は,こ の ようにナ チス ・ドイツの統制経済の特質 を,自 由主義の長所

を残 しつつ,全 体主義 的 に改造 した もの として捉え,そ れが指導者原理 に も

とつ く経 済界 の有機 的編成 に示 されて いると考えた。 その上で彼 は 日本 はそ

の ドイ ツか ら学 ぶ必 要 があ ると して次 の ように主 張す る。 「差 当 り我 国 と し

て学ぷ べき ものがあ りと したな らば,こ れ は寧 ろ独逸 であ り伊太利で あ らね

ばな らないのであ る。殊 にその国状 に於 て,ま たその経済状態 に於て,最 も

よ く似 てゐる独逸 の経済統制 の如 きは大 いに参考 と して学ぶ必 要があ ると思

はれる」。

ドイツの場合 一 伍堂 は述べ る 商工会議所 が民間経済団体の中枢機関

と して政府の行政事務 の一部 を担 当 し,そ の国策 の遂行 に協力 してい る。 そ

れは 「統制経済 を蘇連 の如 く徹底 して国営制度 にす ることに よつて,個 人の

創意 と責任 とを消滅せ しむるが如 き愚劣 な る方法」 を とらない。逆 に民 間の

経済団体 に対 して 自由な創意 と責任 あ る活動 を行 わせ,そ の上 で全体 的利益

のため に統制す る 目的 で,民 間経済 団体 もし くは営 業者 に国家 の産業行政 に

参画 させ るのが最 も妥 当であ り,賢 明である と考 えてい る,と 。

伍堂 によれば,こ うして 日本の場合,必 要 な ことは 「あ らゆ る産業 を国営
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に統一 す ると云ふ こと」 で はな く,「 民 間の経 済活動 を して国策 の線 に副 は

しむ るにあ る」。 そ してその方法 は次 の通 りである。

これまでの経 済的な統制 においては各種の組合が利用 された。 その結 果商

業 組合や,工 業 組合が急激 に増加 し,そ の活動範囲 も拡張 された。 しか し国

家 の綜合的経 済政策を実行 するためには,こ れ らの各種組合以外 に何等かの

総 合的統制の中枢機関が民間に も確立 され てい ることが緊急 に要求 されてい

る。「幸 に して商 工会議所 なる ものは法律第49号 に基 き全国の都市 に公的機

関 として設置 され てを り,既 に商工業に関す るあ らゆ る事 業を行ふ と共 に,

行政庁 の諮 問に対 して答 申 し,ま た進んで建議 もして ゐるのであ るか ら,刻

下 の時局 に於 て此 の公 的機関が直 ちに民間経済団体の 中枢機関 と して統制経

済 の遂行 に協力すべ きは当然で なければな らないので ある」。

以 ヒの ように伍堂 は,ナ チス ・ドイツの統制経済体制 か ら学 びつつ,商 工

会議所 を軸 とす る総合的な統制 中枢機 関の構築 を構想 した。 しか しそれ はナ

チス ・ ドイツの経済機構編成の方式 の一面 のみを取 り出 して構成 された。上

述 した よ う に確 か に ナ チ ス ・ ドイ ツ に お い て は1934年 に商 工 会 議 所

(lndustrie-undHandelskammer)の 機構 改革 が行 わ れ,商 工 会議所 は全

ドイ ツ的な経済機構 の有機的編成 を担 う組織 として位置づ け られた07)。 しか

し ドイ ツの場合,商 工会議所 の機構改革 と並ん で,経 済有機 的構成準備 法 ・

同施行法(1934年)に よ り経済部 門 ・業 種別の組織 化が実施 され,専 門的

集団(グ ル ッペ)編 成が もう一つ の,時 にはよ り大 きな役割 を果 して いた。

い わゆ る経済会議 所(Wirtschaftskammer)は この二 つ の組織系列 を もつ

て構成 されていたので ある。商工 会議所のみ に主導 的な役割を与 え る伍堂 に

よる 日本商 工会議所 の計画 は,ナ チス ・ドイツの方式の一つの側 面をあえて

抜 き出 して構想 されたのである。
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{3)商 工省 「経済会議所法案(未 完稿)」 と日本商工会議所の対応

この ような中で,商 工省 は 「経済会 議所法案(未 完稿)」 を作成 し,日 本

商工会議所 にそれを提示 した(18)。

商工省 の構想 は従 来の商工会 議所 に代えて 「経済会議所 」を設立 しよ うと

す る もので あ り,そ の名称 が ドイツのWirtschaftskammerの 日本 語訳 と

同一 である こと,ま た商工会議所以 外の団体(部 門別 ・業種 別団体)も 成員

に含 まれ る可能性 を有 していた ことか ら,一 見 「独逸 の 『有機 的な構成 』案

をそ のまま摸倣」 したか のよ うな印象を当時の人 に与えた(19)。しか し商工 省

案 は地域(市 ・町 ・道府 県)の 経済 的組織化(=経 済会議所)を 土台 とす る

機 構 編 成 を基 本 的 な原則 と して いた(こ の観 点 は,1937年 の吉野 商 相 の

「ドイツ ・ナチス流」 の 「産 業別 ・強制組織化案」 に も見 られた とい う⑳)。

日本商工会議所 は,商 工省案 に対 して,1939年3月,「 日本経済会議所」

の構成 に商工 会議所 とと もに 「全 国的性質 を有す る産業団体」 を加 える こと

を求 めた。 それは従来の商工会議所 中心主義 を修正 した もので,部 門別 専門

別 団体 を重視 す る後述の 日本経済連盟会の立場へ の配慮を意味 していたω。

しか し日本商 工会議所の観点 はあ くまで も地域的 な商工会議所が基本 にあ

り,上 の修正 は,地 域的組織重視 の商工省案へ の経済界主流の反対を押 さえ

て,同 案 の現実 化を容易 にす るとい うね らいがあ った もの と考 え られ る。 そ

して翌1940年2月,同 会議所 は 「経済会議 所法案 に関す る建議」 を作成 し,

商工省 に対 して上記法案 の議 会への提 出を要請 した。 しか しそれ は結 局実現

にはいた らず,こ の後,政 府 にお ける経済新体制 とその中心 問題 と しての機

構再編成 の構想 の中で,商 工 会議所=地 域的団体 を中心 とす る経済組 織化論

は,全 面的 に後退 を余儀 な くされ るのであ る(22)。
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3.日 本経済連盟会 ・重要産業統制団休懇談会 の機構改革案

商工会議所 を基軸 とす る日本商工会議所 の経済機構 再編構想 に対す る反対

者 は,何 よ りも日本経済 界を主導す る 日本経済連 盟会で あった。同会 の理事

高島誠 一 の 日本商工 会議所 案 への時期 尚早論(1939年1月)は その具体 的

な現 われ であ った(23)。だが 日本経済連 盟会の内部 に も状況の変化 に対応 す る

動 きが始 ま って いた。長 島修 氏 の研究 によれ ば,同 会 の時局対 策委員会 は

「産 業統制機構改善」 に関す る緊急意 見を決め,「 民 間経済 中央機 関」の設置

の必 要性 を提示 して い た。1940年 夏 には重 要産業 統制 団体 懇談会 がつ くら

れ,そ れ に関わ る構想 が作成 され た⑭。 その構想 は後述 す るようにナチス ・

ドイ ツの機構改革 の影響 を強 く受 けていた。 しか しもと もと 日本の経済 界は

ナチ ズムやナチスの体 制 に対 して著 しく懐疑的ない し批判的で あった。 その

ナチス観 に この間 に転 換 が生 じたのであ る。それで は財界 はナチスを これま

で どのよ うに見て きたの だ ろうか。

〔1)ナ チス体制に関する経済界の分析と評価の転換

日本工業倶楽部の場合 一

㈲ 日本工業倶楽部のナチス経済関係調査

ナチス ・ドイツの経済機構の改革に関する経済界の関心は早 くか ら見 られ

た。 ここでは日本経済連盟会 と表裏一体の関係にあった 日本 工業倶楽部のナ

チス観について見ることにしよう。

日本工業倶楽部は,当 時財界の親睦団体 ・社交機関として重要な位置を占

め四,日 本商工会議所の機構改革案に対 して時期尚早論を唱えた日本経済連

盟会の理事高島誠一(東 京瓦斯社長)が 専務理事(後1940年 理事長)と し

て活躍 していた。 ・
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日本工業倶楽部 の調査課 は,当 初 か ら労働問題 は じめ内外の経 済問題 に関

して,資 料を蒐集 し,調 査分析 を試 みる とと もに,「 経済研 究会」 を組織 し

て財界人の ための講演会 を開催 して きた。 その結 果は講演録 や調 査報告 と し

て印刷 され,「 調査報告書」 や 「経 済研 究叢書」 あるいは後者 の 「号外」 と

して会員 に配布 され た㈲。 ナチス ・ドイ ツの状況分 析はそれ らの中で もと く

に数が多 く,経 済界の ナチス体制へ の関心 が決 して小 さ くなか った ことを示

していた。

同調査課 におけるナチス ・ドイ ツ分析 は,ナ チスに批判 的であ った ロン ド

ン ・エ コノ ミス トは じめ,英 仏 を含 めた外 国の新 聞 ・雑誌 ・書物 に もとつ い

て行われ,そ の成果は,他 の調査報告 と同様 に,「 経済研究叢書号外」(以 下

「号外」)と して印刷 されて,会 員 に配布 された。調査報告 の内容 は 日本工業

倶楽部の内部資料 と して ばか りでな く,経 済人 の間に広 く共有 されたのであ

る。1940年 夏 までに公 に された 「号外」 か らナ チス関係 の項 目を取 り出す

と以外の通 りで ある。

「独逸 の新労働法」(「号外」14,1934年4月),「 ナチ ス ・ ドイツの経済 的

進軍を鳥鰍 して」(同16,同 年7月),「 独逸 の経 済独裁 とシャハ ト」(同21,

同11月),「 軍 国的経済 策 の進展 最近 に於 ける独逸事 情 」(同26,

1935年3月),「 ナチス ・ドイ ツの賢人経済 学」(同31,1936年5月),「 ヒ

トラか スター リンか」(同49,1937年12月),「 ヒ トラ総統 の同盟論策 と英

国の義 足外交」(同54,1938年2月),「 独填合邦 まで 其 の背景 とな った

独逸経済 」(同56,同4月),「 貯蓄 ・消費 ・物価 一 独逸 の体験 に就 い

て 一 」(同57,同5月),「 社会保 険 ・租 税 と購買 力吸収 問題 独逸 の現

状 に就て 一 」(同96,1939年8月),「 統 制経済下 の企業利潤 一 ナチ独逸

の実情 調査 一 」(同70,同12月),「 信用の切符制度 一 ヒ トラ独逸 に失 は

れ た預金 の秘密 一 」(同72,1940年3月),「 英独 のイ ンフ レ防止戦 」(同

73,同4月),「 独逸 の戦 時統制 一 個 人資本 の廃業 と社会資本への移行 」
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(同74,同8月)。

以上 のうち 「ヒ トラかスター リンか」か ら最後 の報 告までが一冊の書物 に

まとめられて,日 本工業倶楽部調査課著 『ヒ トラ政治下独逸資本主義の変貌』

(実 業之 日本社,1940年12月,以 下 『独逸 資本主義 の変貌』)と して刊行 さ

れた。

(b)ナ チス経済体制の批 判的分析

ナチスの経済機構 改革は1934年7月 の 「ナチス独 逸の経済的進軍 を鳥敵

して」 において検討 されて いる。ll2頁 に及ぶ この調 査報 告の 前半 は,ナ チ

ス ・ドイツの農 業政策,後 半 は産業統制の分析 にあて られてお り,商 工業の

機構 改革 は1934年2月 の ドイ ツ経済有機 的構成 準備法 を中心 とす る後 半の

叙述 において分析 されている。

その中で同法(全5条)の 内容,経 済 団体(Wirtschaftsverband,調 査

課 訳で は経済連 盟),12部 門(工 業 は1～7部 門)編 成,そ の指導者,カ ル

テルや商 工会議所 の併存,第7部 門 ・ビール醸造業 の事例,失 業救済 の 目的

な どが説 明 され る。 同法 は産業団体の設立 ・解散,団 体規約の制定,指 導者

の任命 ・解任な どを経済大臣の権 限と してい るが,他 方 で産業団体の 自治が

認 め られ,実 業家 の独立の尊 重が嘔われていて,ナ チ スの独裁主義 と一致 し

ない とし,そ の裏の理 由 として失業問題の解決が あるか らではないか と推論

す る。

他 方事業家 のイニ シアチ ヴの範囲は殆 どな い とい う 「エ コノ ミス ト」誌 の

記事 に関連 させ なが ら,調 査報 告 は 「ドイツ産業指導部」 の人的側面 につい

て,ナ チ スの経済観 ・国家観の強制 と指導者原理 の役割 を重視 し,そ れが企

業家の教育(「 親爺教 育」 と 「青 年教育」)の 強化 と結 びつ いて いると述べ る

(74/5頁)。

「新法 の公 布」 にあた って,繰 返 され た言葉 は 一 同調査 報告 は指 摘す
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る 一 健全 に して秩序 あ る(gesundundgeordnet)競 争,忠 実 に して適

正 な る(loyalundanstandig)競 争 であつ た。 ナチスは祖 国第一主義,全

体 の福祉第一主義 であるか ら,産 業組織法 の認 め る自由競争 は これ らの主義

に照 して健全 かつ秩序 あ る競争,忠 実 に して適正 な る競争 でなければな らな

い。換言す れば,将 来 の産業 界の競争 は,ド イツ全国民 の利益 のため,祖 国

ドイツの福祉 を 目標 としなければな らないのであ るが,こ の理想 を如何 に し

て実現 にす るか とい うことにな ると,そ の力 とする ところは,産 業界 の一般

的 「親爺教育」 のほか に指導者 の強権 であ る。 ナチスの産業革命 が成就す る

か どうかは,彼 の信条た る 「指導者原理」 なる ものが実際の運用 に堪へ るか,

あるいは一場 の空想 に終 るか とい うことにあ る,と 。

ナチスを特徴づ ける指導者原理 は 「産業指導者」 を同業者 の代表機関 とす

ると同時 に,そ れ以上 に政府 の機 関た ら しめよ うとしてお り,彼 らが 「政府

と同業者 との板挟み」にな るのではないか,と 予想 している。 また 「指導者」

は,「 国家第一 主義」,「社会公共 の利益 」の ため に自己の利益 を も犠牲 に し

なければな らず,「 現代 資本主義 の実 際上か らは奇蹟 に類す る ことを も実行

せね ばな らぬ」 とその実現性 に疑 問を投 げかけてい る。 ライ ヒスバ ンク総裁

シャハ トが指導者原理 の資本市場へ の適用 を拒 否 した り,株 式会社 における

この原理 の破綻 はその事例 だ,と 調査報告 は記 している。

同報告 は,「 エ コノ ミス ト」誌 その他 に よ りつつ,ナ チス党 内の抗争 と左

派 の後退,シ ャハ トの台頭 を紹介 し,そ の中で ヒ トラーがやれ る ことは 「株

式配 当の制限 と労働賃金 の弓「下げ」 とい う 「穏健 中正」 な政策 ぐらいだ ろ う

と結ぷ。

調査課 は,つ いで 「独逸 の経済独裁 シャハ ト」 で経済相 シャハ ト主導 によ

る成果 とその矛盾 を分析す る。

報告書 の 「凡例」 は次 のよ うに記 している。
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「ナ チスが ドイ ツの政権 を握 つて弦 に満二年,所 謂国民社会主 義綱 領

に基 く諸種 の経済政策 は次 々 と実施 され た。是等 の諸政策 は経済独裁官

の称 ある経済相 シャハ トの指導 に依 る ものであ るが,独 逸 の経済困難が

深 まれ ば深 まる程,シ ャハ トの独裁 は ヒッ トラーの夫 を も凌駕せん とす

る傾 向にあ る。併 し,シ ャハ トの利 己的機会主義 とナチスの内部 に包蔵

す る経済 的浪漫主義 とは漸 く其 の矛盾 を具現化 し,其 の前途 に幾多の難

問題 を惹起 しつつ あ る」。

報告者 は 「ドイツ政府 が経済 の全機構 を巳に統制 してゐ る」 とい うエコノ

ミス ト誌の認識 を紹介 しつつ,そ れがナチス的観念 に もとつ くものではな く,

「原料危機,輸 入為替危機 に基 く必至」 によるもの と把 えてい る。経済相 シュ

ミッ トによ る産 業統制 強化,産 業部 門におけ る新 設 ・拡 張の禁 止に対する経

済界 の反掻 と,シ ュ ミッ トの後任 シ ャハ トへの財 界の期待を伝えた後,最 後

に報告 は 「ナチ ス経済政策 の矛盾」 と して こう して述べ る。

「元来,ナ チスの経 済政策 は ローマ ンチ シズムに色 ど られて居 り,其

の蔭 には矛盾を蔵 してゐ るとさへ言 はれ る。例へば産業資本 に対 す るナ

チ スの態 度がそ うであ る。 ナ チスの国民 社会主義的綱領 は,産 業資本 に

疑 惑の念 を起 こさ しめ るが,そ の反共産 主義 は都 市労働者 を して不快 な

らしめ,反 動的 に大産業に対 して好意の眼 を向 けさせ る結果 とな ること

が ある。/此 の如 きナチスの 自家憧 着 は,其 の経済政策 を頗 る朦朧な る

もの に して終ふ」。

最後にこの報告書は次のように結論づけている。「それにしても ドイツの

興亡がナチスの手にある時,ナ チスの経済政策に上述の如き矛盾あるを考へ

れば,不 幸にも ドイツ国民は将来尚苦難を続 く可 く余儀なくされるのではな
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か らうか」0

1935年 の春 に配布 され た調 査報告 「軍 国的経 済策 の進展」 は100頁 に及

ぷナチス ・ドイツの事情分析で,ド イツ経済の軍事化 とその矛盾 を明 らか に

してい る。

「今 日の独逸 はナ チスの独逸 か ら独逸 のナチ スへの転化 とも言 へ る し,又

ナチ スの独逸か ら独逸 人 の独逸へ の転化 の苦悩 とも見 ることが 出来 る」。 こ

の転 化運動 は経 済的に,政 治的 に,文 化的 にあ るいは さ らに武 力的方面に ま

で進展 しつつあ る。 もしこの運動が成功す るとすれば,こ れ までナチ スを笑

い ヒ トラーを笑 うことので きた欧州諸国 も,真 底か ら ドイツ民 族を恐れず に

はい られな くな るであろ う。 否今 日既 に欧州諸国は総 掛 りで ドイツの盛 り上

つて来 る力を押 へてい る現状 である。 ドイツ民族 は経済方面 において はす で

に国内景気の振 興策 に一応成功 は したが,そ の ため にとつた政府の彪大 な支

出 と,信 用 インフ レー シヨン,ま た軍国的経済策 は,貿 易戦線 に大破綻 を招

くにいたつた。 「独逸 は今後如何 に して此方面を調整 す るであ らうか」。

報告書 は一方 で は国内経済 の回復 を指摘 しつつ,食 料 自給政策,政 府支 出

による国 内市場 振興政 策,代 用原料政策 な どによる高物価 と輸 出不振,物 価

監督長官 ゲルデ ラーの任 命,等 を伝 え,そ の中でナチス と旧勢力 の抗争 と妥

協が進 展 して いる と述べ てい る。 経済組織 にっ いて は1934年2月 の法律 の

実施 法(同11月)に よる経済 会議所 と帝国経済 会議所 につ いて紹 介 してい

る。

軍需 工業の強化 と消費 財産業=消 費者 への圧 迫,両 者 の矛盾,「 崎型的経

済機 構」 の問題性 は1936年5月 の分析(「 ナ チス ・ ドイ ツの賢人経済学」)

でよ り具体的 に説 明されて いる。

日本工業倶楽部 のナチス ・ドイツ分析の観点は以上 のよ うにナチ ス的体 制

の現状 とその矛盾 や崎型性,内 外摩擦な どの問題性 の解 明に重点 が置かれて

いた。
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{司 ナチ ス認 識の転換

日本工業倶楽部調査課の ナチス認識 はこのよ うに一貫 して懐疑的であ り,

批判 的であ った。 その よ うな姿勢 は,経 済新体 制が問題 とな る1940年 の調

査報告 において も変 らず に見 られたが,同 時に この時期 になる と論調 に少 し

つ つ変 化が生 じるよ うにな っていた。「個 人資本 の廃 案 と社会 的資本 への移

行」 を掲 げた同年8月 の調査報告(経 済研 究叢書号外,74)は,こ の タイ ト

ル が 最新 の ナ チ ス的 ス ロ ー ガ ンであ る と述 べ,ロ ン ドン ・エ コ ノ ミス ト

(1940年5月4日)に よ る ドイツ戦時経済下 の個人資 本主義 の解体 と国家的

統 制の強化 に関 す る記事 を要約 的 に紹介 しつつ,「 経 済統制 の諸機 関」 につ

いて まず次 のよ うな特徴 を描 き出 してい る。

① 第二次大 戦開戦前 の ナチ スは経済 会議所(Wirtschaftskammer)や

経済団体(Wirtschaftsgruppe二 業態別 団体)に かな り広汎な 自治 を認

めて いた。 この産業 自治 統制 は,日 本人見学者 に 日本の官僚統制 と異 な

るプラスの イメー ジを与え た。

② ナチスは開戦後 も民 間機関を活用 して いるが,戦 時下の統制強化によ っ

て これ ら民間団体の 自治権限 は縮小 され,多 分 に政府 の機関化 した よ う

に見え る。 これ は 「統制の 中央集権化 の数歩前進」 を意味す る。

③ これ までの貿易 ・為替管理機関を強化 して経済統制局 が設置 され,計

画 経 済 の 中枢 部 と して の 中 央機 関 「帝 国経 済 局 」(Wirtschaftsamt,

Reichsstelle)が 生産 力 ・労 働力 ・在 庫高 ・受 注 高等 の 数字 を握 り,

「地方経済局」(Bezirkswirtschaftsamt)を 通 じて注 文を発す る仕組 み

ができた。 それ とともにナチ ス創設 の経済会議所 ・経済 団体 ・手工 業団

体 ・商 工会議所 は 自治権 を失 った。

④ 軍需 中心 の重点 主義 が強化 され,中 小工業 が不利益 を蒙 りつつあ り,

また軍需相 トー トの下 で平和産 業部 門の工場 閉鎖 が進 んでい る。

産 業統制 は原 料 ・為 替管理 を こえて,生 産 の調整 ・禁止,投 資の統制,さ

(187)19



政経論叢 第76巻 第3・4号

らに投 資等 の基金の産業への割当て醸 出にまで進 んでいる。投 資基金 の統制

は業界が 自 ら醸 出 した基金で,投 資資金,物 価統制 の補償金,輸 出補助金,

閉鎖 企業への補償金を まかな うとい う 「一種変態の産 業 自治」 にもとついて

行われて いる。

しか し上記の報告 は,同 時 に次の点 に大 きな注意 を向けていた。経済局に

よる国家的統制 が全産業一律 ではな く,産 業 ごとに団体組織や伝統 を考慮 し

て実施 されている点 であ る。 た とえば生産統制 の場合,カ ルテルや業種別経

済団体(グ ル ッペ)を 通 じて行 われ,繊 維工業では原料配給 や工場閉鎖 もグ

ル ッペを通 じて実施 されてい る。

こ う して報告者 は,ナ チス ・ドイツにおける国家的統制の強化 と同時 に,

経済 団体 の 自治 的活動 の継 続を重視 し,次 のよ うに結論づ けて い る⑰。 「右

の如 く,統 制方 法 に各種各様の態様 はあるが,狙 ふ所 は国家直接 の生産統制

であ る。 但 し,統 制の結果民間の企業心 を萎縮 させぬ こと,而 して其れに必

要な産業人 の創意発揮の余地 を残す ことに意 を用 ひ,同 時 に官僚干渉の減少

す る点 に工夫が凝 らされ てゐる」。

{d}積 極 的な評価へ

日本工業倶楽部調査課 は,上 述 したよ うにこれ までの調査報告を編集 して,

『独逸 資本主義 の変貌 』 として出版 した。 同書冒頭 には 「序説 」(1940年11

月 付)が 付 せ られ,そ こで は ドイ ツ資本主義 の 「変貌」 が強調 され,1939

年4月 『経 済 と統 計』(WirtschaftundStatistik)の 文章 をわ ざわ ざ引用

しつつ 「ナチスの真骨頂」 が説明 され るく28)。ナチス経済体制 は,今 や批判 の

対象 としてではな く,財 界人の注 目すべ き事例 として描き出され るようにな っ

た。 そ の 『経済 と統計』 の文章 はこ うであ った。

「我 々は自由主義的 ・個人主義に代ふるに国民共同体に対す る信念を
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以て した。経済至上主義を排 して国民生存の必要を強調 した。個人の恣

意なる利潤追及に対 して 『公益は私益に先だつ』の大原則を置き,自 由

競争の代 りに 「不景気免疫の統制経済』を置き換へた。自由主義経済学

が自然法則 上の必然現象と諦めてゐた失業問題に対 して我々は 『各人に

労働の権利あり』 と宣言 した。更に,金 融経済に立脚せる経済政策をば,

労働 と生産を基調とする経済政策に改訂 した」。

『独逸 資本主義 の変貌』 の 「序説」 は これを次の よ うに要約 してい る。

a.国 民共 同体の観念(自 由主義 ・個 人主義廃棄)

b.公 益優先(恣 意的 の利潤追及 を不 許)

c.不 景気免疫 の統制経済樹立(自 由競争 を廃棄)

d.各 人 に労働の権利あ りと宣 言す(失 業 を不可避必 然の現象 と認 めず)

e.金 融 資本 を王座 よ り追 ふ

f.生 産 と労働 に王座 を興ふ

g.経 済 至上主義 の否認

その中で 「公益優 先」 はナ チズ ムの最 重要命題で あ った。 同書 はそれを今

や 日本的な 「滅私奉公 」に結 びつ けた。

「み くにぷ りとしては,滅 私奉公 といふ もつ と力強 い良 い言葉 があ る。

卒然 これを みれば何の他奇 なき,寧 ろ東洋道徳 の響 き さへ も漂ふ と ころ

の 「公益優先』で ある。『公益優先』… … 二宮 尊徳筆 とあつて も不思議 で

な く,貝 原益軒の ××訓 に発見 されて も仔細 ない公益優先 の文字 だ。 日

本 か ら ドイツへ輸入 したのではなか,と 疑 つてみた くな る程の 『公益優

先』 が ヒ トラ独逸で特異 の働 きを発揮 したのは,公 益優先の原理 が ナチ

スの一連 の指導原理 と結合 し,従 来 の 自由主義 的資本主義 の変質過程 に

大影響 を及 ぼ したか らであ る。現 にわが国の新体制運動 に於て も経済統
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制の指導原理 と して頻 りに反覆 されてゐ る。 二十年前,ナ チス綱領第 二

十四条 に於てユ ダヤ的 ・唯物的精神 を排撃 し,当 の指導精神 と して 『公

益 は私 益に先立つ』(或 は公利 は私 利 に先立 つ と して もよか らう)と 書

き記 して以来の ことであ らうが,殊 に八年以前 ナ チスが天 下を取 つて以

来 『公益優先』原理 の宣伝は実 に徹底 してゐ る。 ナ チス労 働法 を始め各

種 の立法 や解説書,ナ チ宣伝文献,等 々,随 所随 時にGemeinutzgeht

vorEigennutzに 衝 突す る。一 中略 一 今次独仏戦争 は公益優 先のナ

チ統制経済 と,自 由 ・平等 ・友 愛の フラ ンス経済の決戦で もあ った。 そ

して,公 益優先が完勝 した」。

日本工業 倶楽部調査課 は,今 やナ チス体制の 「崎型性」や矛盾で はな く,

その積極的 な成 果に対 して関心 を移行 させた。『独逸資本主 義の変貌』 は,

これ まで重視 してきた ロン ドン ・エ コノ ミス トの論調 も,ナ チス経済崩壊 の

必然論 か らナチス経済 模範論 へ と変 わ った ことを紹 介す る。 同書 は 日本 の

「当面 の問題」の一つ,「 利 潤統制」 に関 して,ナ チスの政策 を取 り上 げ,そ

れを次 の ように要約 し,積 極 的に評価す る(29)。

「初期ナチス政府の政策に以上の傾向が強 く現はれ,其 後好景気持続

し秩序確立すると共に,企 業に対 しては一定の利潤を保証す るが法外の
● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ●

大きな利潤は許さぬとの傾向を強化 した。 ドイツの統制が④財界を救済
● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ◆ ◆ ● ●

す る政治 と して開始 された こと,回 投 資の危 険は国家 自ら之 を負担,実
● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ◆ ●

行 し,五 年間余財界は投資に苦労 す ることな く,遊 休設備 の相次 ぐ活動

によつ て多大 の利潤を挙 げ得た ことは特 に注意 さるべ きだ。 日本の生産
● ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ●

拡充が民間企業の危険と責任に於て実行されることは,ナ チスが危険な

る投資方面を国家自ら担当した事実(中 略)と 好対照をな してゐる。ナ

チスの公益優先 ・利益優先 ・利潤統制にはナチス式万年景気(所 謂,不
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景気免疫 の統制経済,E章 参照)の 危険保証 が附いてゐるのであつて,

ナチ政府 の如 き危険保証 を しない諸国家 〔日本の こと一 引用者〕 の利潤

統制 とはまた異 る一 面があることを忘れて はな らぬ」(傍 点 は引用者)。

以上 の ように 日本工業倶楽部 のナチス認識 は大 き く転換 した。 それ は経 済

界が直面す る経済新体制問題 と密接に関連 していた。 日本の財界は,企 画院 ・

革新官僚 らの新体制構想 に対す る論拠 と して,ナ チス ・ドイツの統制政策 を

引き合 いに出 して,そ れ に対抗 しようと したのであ る。 次の文章 はその こと

を明 白に示 してい る。

「實 際,ナ チス猫逸 の統 制が成功 した一原因 として,金 融業 も工業 界

も世界恐 慌 に打 ちひ しがれたあ と,政 府 の手 で救濟 され た事實 を忘れて

はな らぬ。そのあとを享 けてのナチスの統制である。此鮎 は米ルーズヴェ

ル ト大統領 のニ ュー ・デ ィール政治 と揆 を一 に し,日 本 とは全然事情 を

異 に してゐる。企業を株主資本か ら猫立 させ るといふや うな ことが,最

近 の 日本 で も主張 され るや うだ し,其 他 いろいろとナチ ス張 りの流行 で

はあ るが,言 は ぼゼ ロか ら振 出 したナ チス猫逸の財界であ る。 金融 ・事

業界 への救濟政 治 と併行 した経 濟統制 と,救 濟 政治 の段階 を訣 く日本

と統制 とでは,其 間實行 の難易 に格段の相違が あるこ とを想ふべ きで は

あるまいか」。

(2)民 間経済新体制要綱(参 考案)の 機構改革構想

親睦団体 ・社交機関 としての日本工業倶楽部と密接に関係する日本経済連

盟会は,日 本の経済界を代表する最重要組織であった。 この連盟会の時局対

策委員会は,上 述のように,1940年 になると 「民間経済中央機関」の設置

の必要性を提示 し,こ れを受けて重要産業統制団体懇談会が作 られ(8月),
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平生飢三郎 や事務 長の帆足計 らの主 導の下 で,「 民 間経済新体 制要綱(参 考

案)」 が作成 され た(9月13日)(30)。

同案 は経済新体制 の基本原則 として,① 高度 国防経 済の建設 を 目標 と し,

国家意識 を もって 「公益優先 の原則」 に立 ち,「 自発且つ 自律的」 に,「 官民

一体」 とな って経済 国案 の 自律 ・遂行 に進 む体制 を備 え ること
,② 国民経済

の生産 か ら消費にいた る各過程 の組織化 ・法制化 に よ り 「上意 下達,下 位上

達」 の原則 に もとついて産 業計 画の樹 立 ・運用 を容 易にす ること,③ 生産 を

本位 と し,営 利偏重の弊 を除 くこと,産 業別業種 別団体の公益 的性格 を育成

す ること,④ 民間経済 団体 の創意 と責任 によ り,行 政 官庁 と協 力す る こと,

をあげた。

一方での公益優先の原則 と営利偏 重への批判
,他 方での企業家の 自発性 ・

自律性 の重視,そ してそれ に もとつ く国家的協 力 とい う観点 は,ま さにナチ

ス ・ドイツの政策原理 と軌 を一 にす る ものであ り,ナ チズムの強 い影響 を看

取す ることがで きる。 さ らに 「高度 国防経済 の建設 」 という国家的 な産業計

画の要請 と,他 方での企業経営者 の 自発性 ・自律性 な い し創意 ・責任 との二

つの原理 を媒介 し,公 益優先原理 に もとつ く官民 協力を現実化す る機構 とし

て,民 間経済団体 の役割 に注 目 し,と くに産業別業種別団体を重視 した点 は,

ま さに1934年 の ドイツ経済有機的構成準備法 と一致す る。

こうして民間経済新体制要綱(参 考案)の 後半 で 「新体制の民 間経済組織

要綱」の具体的な構想が展開 され る。

最上位の組織 として全 日本産業連 盟が計画 され る。 それは全国鉱工業 中央

会 は じめ,金 融 ・交通運輸 ・貿易 ・商業 ・農林の6経 済部門 と中小企業及 び

経済会議所のそれぞれの全国 中央会 より構成 され る。鉱工 業中央会は産業別 ・

業種別団体 に分 け られ,全 国経済会議所 中央会 は地区別(ブ ロ ック)等 の地

域 的会議所 か ら成 る。つ ま り機構編成 の中心 は産業別 ・業種別団体構成 を と

る鉱工業 を柱 とす る経済部門別の組織 であ り,地 域的組織 と して の商工会議
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所(経 済会議所)は,中 小企業 の場 合 と同様 いわば傍流 的に位置づ け られ て

い る。

全国経済団体 の理 事長 ・理事 は 「指導 者」 とされ,理 事 は団体 の推薦,会

長指名で,理 事長 は理事の 中か ら会長指名,政 府認可 とい う形 で選 ばれる。

そ して と級団体か ら下級団体 にいた るまで 「可及的 に指導 者原理」 が加味 さ

れた。

さ らに全 日本産業連盟 と産業報国団(労 働者 団体)及 び消 費者 団体 との間

には連 絡協議会が設 けられた。

以上 の編成 はナチ ス ・ドイツの有機 的経済機構 と多 くの点で共通 している。

ドイツで は,農 林 業 と,中 小企業の一部の 「手 工業」 はライヒの上部全国組

織 ライ ヒ経済会議所を構成す るが,し か し他の経済部門 とは異 な る特別 の位

置 を与え られていたが,上 記案では鉱工業を 中心 とす る経済部門の次 に置か

れ ている。 この点を別 とすれば,経 済部門別産業 ・業種別団体の編成原理 は

ドイツ と共通 し,「 指導者 原理 」 な る用語 の使用 か ら推察 して,ナ チス ・ド

イツの経済 団体の全国的編成の様式 をモデル に したことは間違いない とい っ

て よいだろ う。

③ 重産懇事務長帆足計 とナチズム

「民 間経済新体制 要綱(案)」 の原案 の作成 に携 わ ったのは帆足計(書 記長)

であ った。堀越 禎三編 『経済 団体連 合会前史』⑪ は この間の事情 を次 のよ う

に記 して いる。

「む しろ,民 間経済新体制の樹立 こそが会設立の最大の目的であった

と言えよう。 したがって重産懇 〔重要産業統制団体懇談会〕は成立と同

時に,い や成立以前から,経 済新体制に対する財界の世論を統一一して,

政府の経済新体制案にそれを反映 させる努力を怠 らなかった。発会式の
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あ った15年 〔1940年 〕8月29日 に開かれた第1回 常務委員会 の席上 に

早 くも帆足 〔計〕 書記長起草 の 「民間経済新体制 要綱(案)』 が提 出 さ

れた。(中 略)か くて,9月3日 の第2回 常務委員 会 では小委 員会 を設

けて右 帆足書記長案 を検討せ しめることと した」。

小委員会 は,9月4～6日 に原案を討議 し,そ の結 果を9月14日 の第3回

常務委員会 に答 申 し,常 務委員会は さ らに案文 調整 を経 た 『民間経済新体制

要綱(参 考案)』 を9月13日 の第2回 総会に提 案 した。第2回 総会 は これ を

採択 したが,取 扱 いには慎重を期 して,た だ ちに これを建 議す るこ とな く,

各委員が分担 して経済界 の各方面に提示 し,そ の 同意 と協力 とを得 た うえで,

財 界一致 の要望 と して政府 に建議 す ることと した。

以上 の ように財界 の 「民 間経済新体制要綱(案)」 の作 成 に際 して,重 産

懇 の書記長 とな った帆足 計 は著 し く重要 な役割 を果 した。 そ の帆足 は 自著

『統制会 の理論 と実 際』(1941年)で 「組織機構」 の重 要性 につ いて 日本 の

特殊性 を考慮 にいれ ることを条件 に しつつ次 の よ うに述 べた。 「今 この よ う

な観点か ら経済新体制下 におけるわが国民経済機構 の再編成 につ いて考察す

る と,わ れわれ はナチス ・ドイツの統 制経済機構 に学 ぶべ き多 くの ものを も

つ」 と。

彼 は 「経済統制の二つの方式」 と して① 国策会社 の設立 や統 制団体の役員

官選,細 部 にわた る官庁干渉等 がみ られ る民有官営方 式 と,② 国家 は統制 の

大綱 を握 るだけで,そ の実行は極 力民 間の創意 を活用 し,業 者の 自律的な責

任 に訴え,そ の組織的 な協力を得 て,戦 時統制経済 の道 を切 り拓 いて ゆ く方

法,と を区別 した。

帆足 は後者の方式を選択 し,と くにナチス ・ドイツの実態 に注 目す る(32)。
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くまに世 界を震骸すべ き戦時産業動員をな し遂 げた。 ナチスはこの統制

方式 を所謂 『計画経済』 と区別 して 『経済指導』 といふ名を もつて呼ん

でい る」。

彼 はナチス的方式 が 「計画経 済」 ではな く 「経済指導」 と呼ばれているこ

とに注 目す る。 そのナチ ス的 「経済指導」 について こう説明す る。

「このナチ スの いふ 『経済指導 』 といふ意味 は,白 由経済の長所 であ

る ところの,溢 るるばか りの個人の創意,そ して如何 なる困難を も突破

して ゆか うとす る実業家 の工夫心,発 明心 といつたや うな っものを極度

に活用 し,み だ りに官庁 が これに干渉 を加へ ることな く,政 府 は大局的

見地か ら国民経 済を合理 的な軌 道に向つ て指導 して ゆか うとす る もので

あ る」。

以上 か らわか るように帆足計は,ナ チス ・ドイツの国家的な 「経済指導」

とその方式 を積極的 に評価 し,財 界 の新体制構 想の基本的な原理 と したので

ある。 彼 が原案 を作成 した 「民 間経 済新 体制要綱(案)」 がナチス的であ っ

たのは当然で あ った。

(41日 本経済連盟会の革新派 と主流派

しか し帆足計 の当初 の構 想は 日本経 済連盟会 の主流派=守 旧派の考え と対

立 した。彼 の観点 は企 画院 ・革新官僚 のそれに近 か ったか らであ る。 そ して

彼 は この間秘か に企 画院の革新官僚 と連絡 を とっていた。1940年9月16日

付(と 推 定 される)企 画院 ・美濃部洋次宛の手紙⑬ が この ことを示 している

ので紹介 しよ う。先ず 「美濃部学兄」 と宛 名の書かれた表書 きは こうである。
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「拝啓

同封書面旅行先きにて認めましたので乱文意をつ くしませんが,当 方

の情勢御報告の意味を以て同封申上げます。

何れ万事は御拝眉の上にて

十六 日朝 敬具」

本文 は以下 のよ うな 内容で ある。

「冠 省

何か との取紛 れ御無沙汰 いた し居 ります。 其後当方 の情勢 は新 聞の報ず

る如 くで あ りますが,先 般,旧 指導者達 との間 に二,三 の摩擦 を招来 し

む

たる外は,根 本的には重要産業各方面の支持をうけ,漸 く財界啓蒙の第
む くコ

ー歩をふみだ した といふ ところです
。 しか して,旧 体制 の連 中は,時 運

非な りとみ るや,数 日前 よ り態度 を一変 し,『 重要産業統制 団体 懇談会

原案』 を支持 に転 じ,他 方 同案 の内容,意 義 は之 を検討せず して,原 案
む む ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ

ーヒも られた る革新合理的要 素は,こ れをその萌芽 において躁踊 し,一 一
む む 　 む む

その形骸 のみを支持 し,之 を看板 と して,札 附の旧体制連中,並 時局便

乗者を糾合せ ん と しつつ あ ります。(彼 等 は滑稽 に も,新 体制 とは団体

連合会 を造 って,集 ま りさへすれ ばよいと思 ってゐる もののや うです)。

之 が対策 としま しては,
む む む 　

① 平生副会長 に訴へて,「 人物刷新」 の附帯 決議 を提 出 したる こと
ロ

②今後の運動は,当 分の間新体制に関する蒙者への啓蒙運動 に留め,組
む む む くエ

織的活動,並,旧 体制的人物の結集 は之 を抑制す ることに全力 を注 ぐこ

と,

③一 日も早 く,中 央政治指導部の結 集,並 にその強 力な る指導後援 を要

請す る こと。
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以上三つの方針 を以 て,極 力,孤 軍奮闘 いた し居 ります。

然 し乍 ら,革 新 的政治指導部 の結集 に先 だ ち札 附旧体制連 中の策動 は,

(そ の一部 は主観 的善 意を以 て,他 の一部 は,最 悪 の反動 的意 識を以つ
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

て)今 後いよいよ劇 しくなることと思ひます。特 に,高 島⇔井坂氏(← 傍
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

流 八田)の 線 が一番危 険に思 ひます。

平生副会長 は全 く小生等 の線 を諒解,善 意 的支持 を示 され,郷 会長 も大

体同一方向 にあ る も,高 島=井 坂氏等 が会 長を牽制 し,時 には,激 しい

妨害 を示 し居 ります。

右の次第故,何 卒 一 日 も早 く新体制 『中央指導部』 を確 立 し(国 民組

織(国 民運動)と しての経 済再編成 は,中 央 指導部 に花 を もたせ,官 庁

は緊密 に之 をバ ックす るが適 当 と考 へ られ ます),革 新 気鋭 の実践者 を

糾合 し,強 力 に,経 済再編成運動を リー ドす ることが急務 だと思 ひます。
ヘ ヘ ヘ へ

現下財界の動きを以て,一 様に,財 界自己防衛運動 となすは固より全
ツし ヘ ヘ ヘ へ

く公式的見解で あ ります。 ただその 中にお ける新 しきものへの萌芽 と,
ツト ヘ へ 　も ブト のト ヘ ヘ ヘ ヘ へ

旧 き便乗的分子 の妨害 と,そ の中間の動 揺→啓蒙の過 程,そ れ らを細心

に嗅 ぎ分 け,認 識 し,強 力 な指導,組 織 活動を準備す るこ とが急務で あ

ると思 ひます。

いろいろと りまぎれ,学 兄 に御 目にかか る機 を失 し居 ります ため,深

憂 のあま り,一 筆 したためま した。 敬具

(審 議室 の諸 兄 に も右情勢 御報 告被下 れ強 き御協力御 教導切望 申上げ ま

す)日 曜深更

帆足計

美濃部洋次様」(た だ し強調 符号 は原文)

この手紙は,経 済新体制のあり方をめぐって,日 本経済連盟会の中に平生

訊三郎(鉄 鋼連盟会長)や 重要産業の一部の 「革新的」な流れとそれに対す
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る,高 島誠一(事 務局主事)と 井坂孝(横 浜火災保険社長)ら の主流派 の抵

抗的勢力が存在 したこ と,後 者の観点 は,「 革新 の合理的要素」 を排除 して,

もっぱ ら 「団体連 合会」 の結成 とい う組織面の改革 に限定す ること,そ して

帆足 の原 案の 「革新 的」 部分 はす で に 「要綱(参 考案)」 で骨抜 きに され,

上記 「要綱(参 考案)」 は帆足に とっては 「形骸」 に止 まる とい うのであ る。

それで は帆足の原案 にあ り,旧 体制派 によ り 「躁踊」 された とい う 「革新

の合理的要素」 とは何 であ ったか。上 の書簡で帆足 は一 日も早 い新体 制 「中

央指導部」 の確立 を要請 している。 その新体制 「中央指導部」 につ いて述べ

その結成 を 「経済新体制実現 の手順」 の第一 の急務 として求 めた帆足計の名

前 によ る文書 「民 間経 済新体制組織要 綱(私 案)」 が国策研究会文書 に残 さ

れて いる(誕)。

この文書 は民 間人 の文 書であ るに も拘 らず,例 外的 に 「極秘」の印が押 さ

れている。 当事者(美 濃部 ら)に はその内容は もちろん,恐 らく帆足 との関係

それ 自体 を秘す意 図があ った もの と思 われ る。 この文書 は 日付 を欠 いて いる

が,上 記手紙 の文面(新 体制 「中央指部」 の指摘)と の関係か ら先の 「参考

案」 の前後 に提 出 された もの と思 われ る。 帆足 の この 「民間経済新体制組織

要綱(私 案)」 は,「 第一,経 済新体制 の基本原則」,「第 二,創 設すべ き民 間

経済統制組織の要綱」,「第三,経 済新体 制実現の手順 」か ら構成 されている。

この 「私案」 の第一 と第二 とが 「要綱(参 考案)」 に対応す る。 その うち

「私案」 に あ って 「参考案」 にない文言が帆足 のい う 「革新 の合理 的要素 」

と考 え られ るが,そ れ は 「経済新体 制の基本原 則」 の三 にある経営 の刷新,

株主 資本 による利潤追求萬能の抑制 と経 営指導者 の積極 的な役割 に関す るも

のであ った。株主資本の抑制 と経営指導者の役割は,昭 和研究会 や革新官 僚

のそれ と共通 し,そ れが除外 され たのであ る。 「私案 」の第一(三)の 文言

を示 す と次の通 りであ る。
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「(三)生 産増強を本位 と し,そ の基礎 的単位 たる経営の刷新 に重点 を
● ● ● ● ●

置き,企 業の合理化能率の増進に全努力を集中すべき体制を整ふること。

この為めには,株 主資本の立場よりする利潤追求萬能の弊を抑制 し,経
● ● ・ ● ● ● ・ ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ◆ ● ● ● ●

営 指導者を してその創 意 と責任の下に,右 晒左顧す ることな く,敢 然 と
● ◆ ● ●

国家的立場よりする生産増強並に経営指導に精進せ しめ,又 産業界全体
● ● ● ●

と して経 営能 率,生 産 技 術 の 向 ヒを図 るべ き の体 制 を確 保 す るこ と

(〔カ ッコ内省略〕)」。(傍 点 は引用者)

「お わ り に 」 に か え て 一 財界の 「意 見書」 とナチズム ー

1940年11月21日 付 の 日本経済連盟会 の 「日本経済新組織 に関す る意見」

はそのよ うな経緯 の中で登場 す る㈹。 この 「意 見」の重要な特徴点 は次 の通

りであ る。①「新組織」 は単 な る自発的な組織 でな く,法 的基礎 を有す る民

間最 高経済会議 と,② その下 に国民経済 の全領域 にわた る経済会組織 を設 け

ること,③ それ によ り政府 の経 済計画の立案 に協力す ること,④ 下 位の産業

別,業 種別団体 に対 して政府 指導 の下に経 済統制 を実行 させ ること,を 認 め

た点 であ る。 まさに 「官民 一体」・「官民経済新体制」が提起 されてい るので

あ る。

この 「意見」 は 「民間経 済新組織」 に関す る見解で あ って,「 経済新体制」

の原則 を も盛 りこん だ9月 の 「民 間経済新体 制要綱(参 考案)」 とは区別 さ

れ,公 益 優先や営利偏重批 判な どの 「基本原則」を欠 いてい る。 「民間経済

機構」(名 称 は変更)の 部分 のみ が提示 されたのであ る(36)。日経連 主流 はむ

しろ経済新体制 を組織=機 構改革 に限定 し,そ れを 「官民経済新体制」 の中

心 に置 こ うとしたので ある。法的基礎を もった,国 民経済 の全領域 にわたる

経済綜 合組織 が提案 され,こ れ までの 「自治統制」 に代 って,「 官民一体」

が強調 され,下 位 の産業別 ・業種別の団体 に対す る国家的統制 の仲 介を実践
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す るとい う方 向性 が打 ち出 された。 しか も,「 各経済 団体 内部の統制」 につ

いて は,指 導者 原理 の言葉 は用 い られて いないが,「 会 長又 は理事長 の衆議

統 制」 と し,「 構 成員の多数決 制」 を排 除 し,全 体主義 的 な原理 が採用 され

た。 ナチ ス ・ドイツの方式 はここで もモデル とな って いた。

経済新体 制問題が大 詰 めを迎 えた40年12月 初 め,財 界七 団体 は 「経済新

体制 に関す る意見書」を作成 し,近 衛首相 に手交 した㈹。経済界 が経済新体

制 につ いて最 も重視 した問題 は営 利原則 の確保 に あ った。 「意 見書」 は,ま

さに この最大 の課題 に関 してナチ ス ・ドイ ツの方式 に注 目 し,そ れを財界の

主張 を支 える事例 として明記 した。 すなわ ち 「意見書 」 は 「第二 国家 目的

に合致す る範 囲内に於 て利 潤思想 を是認 す ること」 にお いて主張す る。

「故 に独逸の如 く営利心を排撃せず して之が純化を唱道 し企業経営の
■ ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ● ■ ■ ● ●

目標が国家目的に背馳せざる正常の利潤あるに於ては如何なる高率の利
● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・ ・ ● ・

潤な らむも国家とて寧ろ之を奨励すべきものに非ずや と信ず」(傍 点は
● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

引用者)。

さ らに 日本経 済連盟 会 ほか経 済9団 体 は,1941年1月 に 「経済 新体制 実

施 に関す る意見書」 を作成,提 出 した。 そ こにおいて もナ チス ・ドイ ツの事

例 が引き合 いに出 された。

すなわ ち 「実施 に関す る意見書」 は 「生 産拡充」の重要性 を指摘 して次 の

ように強調す る。

「時局突破及高度 国防国家建設の為め経済人の尽 くすべ き職分奉公の

道は,主 として生産拡充の一点に集中す と云ふ も過言に非ず。政府に於

ても之に対応 し特に左記諸点に付十分の考慮あらむことを希望す。一,

利潤は国家経済に於ける生々発展の根源に して,濫 に之を規制するとき
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は之が為に生産拡充の展開を著 しく阻害するの結果に至 るを免れず。吾

人の今 日利潤問題に対 して主張を為す所以の ものは所謂 『利潤の処分』

によ り敢て個人的利益の増大を期せむとするに非ず して,実 に利潤その
● ● ● ■

ものが国家生産力構成の要素たることを信ずるを以てなり。此の意味に
● ◆ ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ・ ・

於て最近独逸が企業利潤に対 して施設す る所に鑑み,生 産拡充資金の自
● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ●.●

己調達,戦 時企業の危険性,大 小の新規事業育成に伴ふ冒険性,戦 後に

於 ける対外競争力蓄積等の諸点を考慮 し,適 正利潤に相当高度の弾力性
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

を有せ しめるの必要 あ り」(傍 点 は引用者)。
● ● ● ● ● ●

「最近独逸が利潤 に対 して施設せ る所」 は,上 述 した 日本工業倶楽部の

「独逸資本主義の変貌』の 「序説」の結論に見事に対応 している。公益優先

原則 と指導者原理 と一体 となった,営 利原則に立脚 した経済機構改革 経

済新体制の構想にあたって 日本経済連盟会をは じめとする日本の経済界はナ

チス ・ドイツの機構改造か らその基本的な原理を受容 したのである。

《注 》

(1)国 防 経 済 体 制 な い し高 度 国 防 経 済 体 制 と も呼 称 さ れ た 。 人 的 ・物 的 な 国 家 的

動 員 と そ の 準 備 を 目 的 と す る 国 家 総 動 員 法(1938年)は,そ の 基 準 法 と な っ

た 。 そ れ らの 計 画 や 構 想 に つ い て は,拙 ・著 『戦 前 ・戦 時 日本 の 経 済 思 想 と ナ チ

ズ ム 』 岩 波 書 店(2008年2月F」 行f定)IVを 参 照 さ れ た い 。

(2)欧 米 の 事 例 に つ い て は,W.Grant/J.Nekkers/F.vonWaaden(ed.),Or・

ganizingBusinessforWar.CorporatistEconomicOrganizationduring

theSecondWorldWar,NewYork/Oxford,1991.

(3)経 済 新 体 制 とそ の 後 の 経 緯 に つ い て は,中 村 隆 英 ・原 朗 「『経 済 新 体 制 』」 日

本 政 治 学 会 編 『「近 衛 新 体 制 」 の 研 究 』(年 報 政 治 学1972)岩 波 書 店,1973年 。

(4)拙 稿 「ナ チ ス ・ ドイ ツ に お け る 商 工 会 議 所 の 改 造 一 一地 域 経 済 の ナ チ ス 的 編

成 一 」 『政 経 論 叢 』 第75巻5・6号,2007年3月 。

(5)こ の 試 案 の 内 容 に つ い て は,拙 稿 「戦 前 ・戦 時 日本 の 統 制 的 経 済 体 制 と ナ チ

ス 的 方 式 の 受 容 」(刊 行 予定)で 要 約 し た 。
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(6)酒 井三郎著 『昭和研究会』(中 公 文庫),中 央公論社,1992年,20頁 ほか。

(7)三 浦鎮太郎 について は,松 尾尊㊧編集 ・解説 『三浦鎮太郎論説集 ・大 日本主

義か小 日本主義か』東洋経済 新報 社,1995年(以 下 『論 説集』)参 照。 また

『経済倶楽部50年(上 ・下)』 経済倶楽部,1981年 。

(8)そ の会合の名前は記 されていない。三浦 は同年2月 に 「支那事変処理 の方針」

について板橋菊松主宰の 「新経済体制協会」 で講演を行 ってい るが(上 記 「論

説集』338頁)あ るいはこの会合 か,そ れ とも昭和研究会か。 なお,上 記 『論

説集』には,こ の書物の内容 は含まれていないが,松 尾氏 は同 「解説 ・三浦鎮

太郎小論」(423頁)で その論 旨の特徴 を次の ように記 してい る。「『新経済体

制の理論 と試案』 は一見統制経済に便乗 しこれ を補強するの論 のよ うにみえる

が,実 は戦争指導者の意図す る経済体制 とは基本的に相容 れぬ構図を描 くもの

であった。 第一に,三 浦試案 は自由主義経済を基調 と し,そ の欠陥部分を統制

機構で補強す る構想であ る。営利心は社会的に有害でないか ぎり尊重 し発揮 せ

しめねばな らない とされ る。第二に,価 格(賃 金 もふ くめ)統 制 を主義 として

み とめるが,そ れはあ くまで国民生活の安定のためであ る。主要食料 の専売 と

住宅の安価供給が強調 される。第三に,統 制の主体を産業 団体におき官僚統制

を排する。彼 は自治組織たる産業団体 によって,政 治上の立憲組織責任内閣制

と同様の,産 業立憲主義が行 なわれ,こ れ によって自由主義経済の欠陥 を救 う

ことを期待する。第四 に,労 働組合が産業団体 と協議関係を結び,労 働者の利

害 を 「正 当且つ遺憾 な く』代表す る仕組みをつ くることの必要不可欠性 を強調

す る。 自由主義経済の長所を維持 しつつ,大 胆 にこれを修正す るという方針は,

後述す る戦後の経済民主化 論に直結,発 展す る」。_三浦 の新経済体制論の中心

は,産 業団体の組織化 と公的機関化 にあった。松尾氏の ヒ記 の第三の特徴がそ

れに該当す るが,氏 は三浦の構想が産業 団体の公的機関化,そ の強制的組織化

にあった点に言及 して いない。筆者は この点にナチス ・ドイツの組織化 との共

通性 を見ている。

(9)『 新経済体制の理論 と試案』27頁 以下。

(10)同 上,44頁 以下。

(11)こ のことを高 く評価 したのが,風 早八十二 「日本産業機構の再編成」『科学

主義工業』第3巻2-5号(1939年7月 一10月)で ある。風早の立論については,

拙稿 「大戦前 日本 の経済 学者の 日独 比較論 二 『政経論叢』 第73巻1・2号,

2004年,前 掲拙著(印 刷 中)W,参 照。

(12)笠 信太郎著 『日本経済の再編成』中央公論社,1939年,159頁 以下。

(13)須 永徳武 「商工会議所 の機構改革 と商工経済会の活動」柳沢遊 ・木村健二編

著 「戦時下 アジアのB本 経済団体』 日本経済評論社,2004年,27頁 以下。
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(14)日 本商工 会議所 『経済月報』 第10巻12号,1938年12月,10頁,97頁,

須永,前 掲論文,27頁 以下。

(15)伍 堂の商工会議所会頭就任については,松 浦正孝著 『財界の政治経済 史』東

京大学出版会,2002年,106頁 以下,207頁 。

(16)伍 堂 卓雄 「経済機構改革の中心 問題」『経済情報 ・政経篇』1939年9月,74

頁以下。

(i7)前 掲拙稿 「ナチス ・ドイツにお ける商工会議所 の改造」。

(18)木 村増太郎r経 済団体の中枢機関問題」「科学主義工業』第2巻11号,1939

年4月,29頁 以下。「経済月報』 第12巻3号,1940年3月,50頁 。

(19)大 野信三 「経済団体の再編成 と同業組合」「商 £経済』第7巻3号,1939年

3月,須 永,前 掲論文,28頁 を も参照。

(20)小 島精一 「経済団体の全面的改組 を論ず」『商工経済』第7巻2号,1939年

2月 。

(21)『 経 済月報 』第11巻3号,1939年3月 。 この修正案はナチス ・ドイ ツ的方

式への接近を意味す る。 ナチス方式 に関する商工会議所の検討はすで に早 くか

ら試み られて いた。 東京商工会議所 『各国統制経済に関する調査 ・第3巻 独逸

商工経済 の団体機構統制』『商工調 査』第65号,第3巻,1936年9月(「 序」

によると本調査 は小穴毅 が担 当 した)。

(22)須 永,前 掲論文,30頁 以 ド。

(23)小 島,前 掲稿。

(24)長 島修著 『日本戦時鉄鋼統制 成立史』法律文化社,1986年,第6章,第2

節,参 照。

(25)松 浦,前 掲 書,92頁 以下。

(26)中 村元督編 『U本Il業 倶楽部二五年史』1943年,附 録57頁 以 ド。

(27)『 号外』74,8頁 以 下,『 独逸資本主義の変貌』26頁,文 章 は後者 による。 同

様 の趣 旨は各16頁,27頁 以下に も見 られ る。 「民 間の経済 諸団体 が戦時 下に

於て益 々其の 白治権 限を削滅 されて行 き,政 府の命令を執行す る機関化 した こ

とは事実であ る。併 し,此 等経済 団体は何れ もナチ以前の当該経済部 門の使用

者団体 に相当す るものであつて,今 日戦時下のナチス統制経済で は,こ れ ら民

間代表機関(言 はば使用主団体)と 政府の当該監督機関 との協定の締結 に依つ

て諸 々の統制案を実 行 して ゐるといふ実状 である」。

(28)『 独 逸資 本 ・主義 の 変貌』6頁 以下。 原文 の記事 は,GroBdeutscheVolks・

wirtschaftl932bis1939.Zum50.GeburtstagdesFUhrers,in:Wirtschaft

undStatistik,1939,1.April-Heft.

(29)同 上,11頁 以 下。
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(30)長 島,前 掲書,282頁 以下,『 経済連盟』第10巻4号,1940年10月 。 なお,

拙稿 「ナチ ス政策思想 と 『経済新体制』一 日本経済界 の受容 一 」工藤章/田

嶋信雄編著 『日独関係史1890-1945』 第3巻,東 京大学 出版会(2008年 春刊行

予定)を も参考 されたい。

(31)堀 越禎二編 『経済団体連合会前史』経済団体連合会,1962年,524頁 。

(32)帆 足計著 『統制会の理論 と実際』新経済社,1941年,38頁 以 ド。

(33)国 策研究会文書G・2・55(6250)〔 マイクロ ・フ ィル ム〕。9月16日 付 と推定

した理 由は,帆 足 の書簡本文末尾 の 「日曜深更」 の文言 か ら表書 きの 「16日

朝」 は,翌 朝16日 月曜 日と考え られ,ま た1940年 の16日(月)は,9月 と

12月 の2回 あるが,閣 議決定(12月7日)が 行われた後の12月16日 はあ り

えないので9月16日 と判断 した。それは手紙の文 面 とも符合す る。

(34)同 上,G・2・27(6221)〔 同上〕。

(35)日 本経済連盟会の内部の諸潮流 に関 しては長島,前 掲書,第6章2節,ま た

宮 島英昭著 『産業政策 と企業統治の経済史』有斐閣,2004年,330頁 以下。

(36)長 島修氏はこの欠落 を重視 している。 同,前 掲書,285頁 。

(37)そ の経緯 と内容については,中 村 ・原,前 掲論文,参 照。なお,「 経済連盟』

第11巻1号,1941年1月,同 第11巻2号,1941年4月 。 また前掲拙稿。
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